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རݖ  ෆ ಈ 　ܭ 産登記の確認や相続税の 算、相続人の ･ݴ 、Ҩ 書の ･ に し ては、

ݟ Ԡཁઐ త ඞ ๏･ な･ が です。それ･ れの･ みに じ て、 務  ޢห ๏、税理･ 、 ･ 、･ 書

ΐ  ઐ ஊ･ などの ･ 家に相 し まし 。

ͨͬ ͱ ͖ Α  Ոઐ ૬ ஊ�･ ･ ʹ ɻ

ࢥ  ΐ୭ ද ܧ　 に家を Ҿ き いでも らいたいかҙ をし ておきまし 。残さ れた家･ が

ΐ  ૪  ਐ相続で･ んだり 、 こ と がないよ･ 、家･ と ･ し 合いを めておきまし 。

ݴ ◌ੈ　 また、相続人がいない場合には、Ҩ 書により お ･ にな･ た人へ資産をҨ すこと

Մも ･ です。

ࢥ Λ ͓ͯ͜͠ ද ҙ ɻ

遺

言

書

　ݖ ･ 地や建物の所有 に し ては ෆ ಈ、 産登記の 務付けがなか･ たため ◌ै લ、 所有

◌໊者の  のままにな･ ているこ と があり ます。

ݖ ◌ੈ ద　 所有 を証明できなければ、次 ･ への ･ な相続や活用ができなく なり ます。

ෆ ಈ ◌໊　 産登記の  を確認し 、 ΐ  現 の所有者にな･ ているか確認し まし 。

ݱ ͷ ◌ొ  Λ ･ ͠ Α  ɻ

͖ Ո ʹ ͢ ૬ޱ  ஊ ૭Δ

ஊ　 空き家に する相 は、ʮ ʯ ʮ ʯར ద活用 と ･ な 理 Ԡ ޱ◌ೋ ૭の つの に分けて対 し ます。

རಛ　 に、空き家の 活用の ･ から ࢮ རग़ ◌ൃ、所有者等の転 ɾ ･ ɾ 入Ӄ 等により 空き家が 生し た･ ･ で、

࿈ �ஊ ◌੍ 活用等の相ܞ を受ける体 を ･ 課と し て 築し 、 ◌ૣ  ଅに空き家ό Ϋ への登･ を し ます。ϯ

ෆ શ ஊ ଟ  　 また、 理 の空き家の相 内容は にわたること から ◌ி、 内の ･ 課 ձ ◌ஂ、    ･ 体とͼ
Ԡ Ԡ࿈ աஊܞ ɾܦ 相 し 、対 すると と もに、対 内容については、 等について記･ し 、 ･ 課で 有し ます。

 Ո͖ に
する相談

Ԡର･ の

૭相談ޱ 

霧島市役所 5&- 0 9 9 5 -4 5 -5 1 1 1

空き家ό Ϋϯ ： 地域政策課中山間地域活性化グループ　 内線1 5 4 3

ద ･ な  理： 建築指導課建築指導グループ　 　 　 　 　 内線2 8 4 4

霧島市 空き家対策


